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区分 内容
調達価格/基準価格

（2022年度）

①間伐材等由来の木質バ
イオマス

・間伐材

・森林経営計画対象森林、保安林、
国有林等から生産された木材

2,000kW未満：40円/kWh
2,000kW以上：32円/kWh

②一般木質バイオマス

・製材等残材
・輸入材
・果樹等の剪定枝
・林地開発に伴う伐採木 等

10,000kW未満：24円/kWh
10,000kW以上：入札制

③建設資材廃棄物 ・建設資材廃棄物 13円/kWh

FIT/FIP制度における木質バイオマスの区分について

○ FIT/FIPにおける木質バイオマスについては、その由来に応じて、間伐材等由来の木質バイオマス、一般
木質バイオマス、建設資材廃棄物に区分し、調達価格/基準価格を設定。

○ 調達価格等を適正に運用する上では、木質バイオマスの由来を適切に識別できることが必要であるため、
林野庁は、由来証明の方法を示した「発電利用に供する木質バイオマス証明のためのガイドライン（木質
バイオマス証明ガイドライン）」を策定（平成24年6月）。

※①②であることの証明がないものは③として取り扱う。
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